
 
 

 名古屋市内の特別養護老人ホームでは、同じ入所基準に沿って、入所の優先順位を決

定しています。具体的には、入所を希望される方の介護状況その他に応じて、入所の必

要度を点数化し、点数の高い方からご入所いただける制度となっています。 

 

 
 

 
 ①はじめに、介護状況その他についてお伺いするため、お申込書を作成いただきます。

分からないところは、申込時に職員がお聞きします。 

②お申込書から入所の必要度を点数化します。その点数をもとに、老人ホームごと開

催する入所検討委員会で入所の決定を行います。入所できることになりましたら、

老人ホームから連絡があります。 

③ご連絡後、必要な面談や健康診断を行い、入所に支障がない場合、契約をして入所

となります。申込書に事実と異なる記載があったときは、入所できなくなりますの

で、ご注意ください。 
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（１）お申込のときの状態から変更があった場合は、変更届の提出をお願いし

ます。変更届がない場合は、適切な点数化ができないことがあります。 

 【変更届が必要な場合】 

ア 入所希望者の要介護度 

イ 主たる介護者の変更（介護の困難性に関わる状況の変更含む。） 

  ウ その他入所の必要性に大きく関係すると思われる状況変化 

 

（２）連絡先が不通となり、連絡先変更のご連絡がない場合は、取下げの扱い

とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。 

 

（３）他の老人ホームに入所するなどして、申込の必要がなくなりましたら、

申込をした老人ホームにご一報くださいますようお願いします。 

（作成）名古屋市特別養護老人ホーム優先入所指針運用適正化委員会

様 式 例 ３ 


